
別記様式第 1号 (第 1条関係 )

自 動 車 保 管 場 所 証 明 申 請 書
自 動 車 の 大

長

幅

高

センチメー トル

センチメートル

センチメートル

自 動 車 の 使 用 の 本 拠 の 位 置

自 動 車 の 保 管 場 所 の 位 置

※ 保 管 場 所 標 章 番 号・

自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを証明願います。

平 成  年  月  日
警察署長   殿

〒 (  ―   )
住 所

中請者   ソ̈ →
氏 名               ①

(     )     局     番

第    号     自 動 車 保 管 場 所 証 明 書

自動車の保管場所の位置欄記載の場所は、上記申請に係る自動車の保管場所として確保されていることを訂l明する.

平 成  年   月   日
警 察 署 長 回

備 考 1 1′ I動 |11の使用の本拠の位 Flが、‖|「
′
1動 lll(申 請 者が保イ∫者である自動車であっ

の位 irtと 同 ^であ り、かつ、申請に係る場所が旧 l′ 1動 11二の保管場所 とされている

標車に係る保管場 ,り子標章番けを記載 して、 ,'iイ li l又 |の添fJを 省略することができる
位「
Jiを 女llる ため特に′Zヽ要があると認めるときは、所在 1又|の提出を求めることがで

て :ll請に係るもの以外のものをいう. 以 ド|lj!じ `)に 係る使用の本拠
ときは、 保管場 ,り砕財社番け欄に |111′ I JllJI11に 人4tさ オしている保管場 ,サ i
、ただし、警察署長は、保管場 ,'「 の付近σ)H標 となる地物及びその
きる

連絡先

|lliri者 は、氏名を li己載 し及びJ‖ 11llす ることに代えて、 'イ 名することができる.
現治:の |′ 1動 :li登録番写欄の記入については、中 ll「 |11の場合で登録番けの変更を伴わないときは、その番写
|'1動 〕11の登録手続は、自動 II二保管場 ,りi証 |り jの 日か ら「 1箇月以内 Jに 行って ください

睡
=●
1lIII盆l生三量翌1藍□ J・ rl?翌I憂可 :III I∃ [___

i己人す ること


